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********************************************************************************************* 

[1] 化学物質関係事故、事件関係 

◇その他の事故、事件 

・消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で負傷事故等(電動アシスト自転車、自転車、ノートパソコン) 

＜消費者庁 2021年 3月 23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/023598/ 

   https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_210323_01.pdf 

特記事項: 

・ブリヂストンサイクル株式会社が製造した電動アシスト自転車について(無償点検・改修) 

・ブリヂストンサイクル株式会社が輸入した自転車について(無償点検・改修) 

・レノボ・ジャパン合同会社が輸入したノートパソコンについて(バッテリー充電条件を最適化するソフトウ 

ェアアップデートの無償配信・一部製品のバッテリー無償点検) 

１．ガス機器・石油機器に関する事故：３件 

（うちガスこんろ（ＬＰガス用）１件、石油ストーブ（開放式）１件、石油ストーブ（密閉式）１件） 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故：７件 

（うち発電機（カセットボンベ式、携帯型）１件、電気ストーブ（パネルヒーター）１件、電気こたつ１件、 

電動アシスト自転車２件、自転車１件、ノートパソコン１件） 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故：９件 

（うちサーキュレーター１件、電気がま１件、照明器具１件、エアコン２件、 

ルーター（パソコン周辺機器）１件、扇風機１件、除湿機１件、食器洗い乾燥機１件） 

-------------------- 

◇事故・事件対策、措置、訴訟等 

・内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の登録事業者数が100社になりました。 

   ＜消費者庁 2021年3月23日＞ 

   https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/#d210323 

 登録事業者一覧 

https://wcmsmark.secure.force.com/WCMS_operators?common.udd.actions.ActionsUtilORIG_URI=%2Fapex%2FWC

MS_operators 

---------- 

・ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

＜消費者庁 2021年 3月 23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/023546/ 

消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッ

グ 30個入りの食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調

査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法 5条第 1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法
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第 7条第 1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 

---------- 

・訪問販売業者【VISION株式会社及び株式会社レセプション】に対する行政処分について 

＜消費者庁 2021年 3月 23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/023585/ 

消費者庁は、平成 30年 12月に WILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)に対し、また、令和元年 7月にウィ

ル及び株式会社レセプション(以下「レセプション」といいます。)等のウィルの関連会社 7法人(以下併せて「ウ

ィルら」といいます。)に対して、これらの事業者が特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)

に違反する行為をしていたことから、行政処分を行ったところです。 

※ウィルらは、「PRPシステム」(現「CCPシステム」)と称する、IP電話機能、カラオケ、ゲームなど複数種類

のアプリケーションが読み込まれたとされる「ライセンスパック」と称するカード型 USBメモリ(以下「本件商品」

といいます。)を、これを購入した相手方から賃借した上で本件商品に読み込まれたアプリケーションを第三者の

利用に供する事業に供し、かかる事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払うとされる役務を有償で

提供する事業を行っていたもの。 

今般、ウィルらの事業の承継会社である VISION株式会社(以下「ビジョン」といいます。)に対して、レセプショ

ンと連携共同して特定商取引法第 6条第 1項の規定に違反して不実のことを告げる行為をしていることから、特

定商取引法第 8条第 1項の規定に基づき、令和 3年 3月 21日から令和 5年 3月 20日までの 24か月間、訪問販売

に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じる(以下「ビジョンに対する本件業務停止

命令」といいます。)とともに、ビジョンと契約を締結した相手方に不実告知の内容等を通知することを指示しま

した。 

また、レセプションに対しても、ビジョンと連携共同して特定商取引法第 6条第 1項の規定に違反して不実のこ

とを告げる行為をしていることから、特定商取引法第 8条第 1項の規定に基づき、令和 3年 3月 22日から令和 5

年 3月 21日までの 24か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じ

ました。 

加えて、消費者庁は、ビジョンの「会長」と呼称されている大倉満及び同社の「事務局長」などと呼称されてい

る赤﨑達臣に対し、特定商取引法第 8条の 2第 1項の規定に基づき、令和 3年 3月 22日から令和 5年 3月 20日

までの 24か月間、ビジョンに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の訪問販売に係る業務を新

たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。 

なお、特定商取引法第 9条の 3では、役務提供事業者が勧誘時に特定商取引法第 6条第 1項の規定に違反して不

実のことを告げる行為をしたことにより、訪問販売に係る役務提供契約の申込み又は締結をした者が、当該告げ

られた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をした

ときは、これを取り消すことができるという制度を設けています。 

ビジョン及びレセプションとの取引等についてご相談のある消費者におかれましては、消費者ホットライン(局番

なし 188)その他の消費生活相談窓口までご相談ください。 

※本件の勧誘手口の詳細については、別紙 1及び 2の「5 勧誘事例」を参照。 

-------------------- 

□大災害、原発事故対策 

[福島原発事故] 

・食品中の放射性物質の検査結果について（１２２８報）（東京電力福島原子力発電所事故関連） 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=5R3CFemHs2k85lh3Y 

１ 自治体の検査結果 

青森県、岩手県、栃木県、千葉県、船橋市、柏市、文京区、江東区、横浜市、新潟県、長野県、岐阜市、

愛知県、名古屋市、京都府、大阪市、兵庫県、松山市 

※ 基準値超過   なし 

２ 緊急時モニタリング又は福島県の検査結果 

    ※ 基準値超過 なし 

---------- 
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・放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染状況重点調査地域の指定の解除について 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ https://www.env.go.jp/press/109375.html 

 放射性物質汚染対処特別措置法※に基づき汚染状況重点調査地域として指定されている宮城県亘理町について

本日付けで指定を解除しました。 

 これにより、汚染状況重点調査地域として指定されている市町村は 87市町村になります。 

 ※「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放

射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 

********************************************************************************************* 

[2] [特集] 新型コロナウイルス感染症 

[状況] 

◇省庁発表 

・国内の発生状況について更新しました 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=F-8w5xt1QZvOFK-FY 

・新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について（空港検疫） 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Fe0y5Rl3Q5nMFqyHY 

・新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について（令和 3年 3月 23日版） 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=ZZ1ClWkHM-m8Ztv3Y 

・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料（発生状況、国内の患者発生、空港・海港検疫事例）を更新

しました 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8wvUA_-RpX8q8EZhY 

-------------------- 

[対策・予防] 

◇省庁発表 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) ページを更新しました 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=CfEu-QVrX4XQCr6bY 

・飲食店における感染症防止対策について掲載しました（啓発・リーフレット・動画コーナー） 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=cYlWgX0TJ_2ocsXjY 

---------- 

◇ワクチン、検査薬、治療薬等 

・新型コロナワクチンの接種実績 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y5tH7CubqURpXGDxY 

********************************************************************************************* 

[3] フロン類算定漏えい量報告・公表制度による令和元年（2019）年度フロン類算定漏えい量の集計結果の公表

について 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109364.html 

＜経済産業省 2021年 3月 23日＞ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210323005/20210323005.html?from=mj 

環境省及び経済産業省は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（以下「フロン排出抑制法」

という。）に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度により、業務用冷凍空調機器を使用する事業者から報告

のあった令和元（2019）年度のフロン類算定漏えい量を集計し、今般、取りまとめました。 

報告を行った事業者（事業所）数は、特定漏えい者が 398事業者（特定事業所：214 事業所）でした。また、報

告されたフロン類算定漏えい量の合計値は 222万 t-CO2であり、前年度から約 15万 t-CO2減少しました。 

なお、集計結果及び開示請求の方法については、下記ページに掲載しています。 

（集計結果の公表）http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/result.html 

（開示請求の方法）http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/request.html 

１．制度の趣旨 
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 フロン排出抑制法に基づく「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」は、管理する業務用冷凍空調機器からフ

ロン類を相当程度多く漏えいした者（特定漏えい者※１）に、算定したフロン類の漏えい量（以下「算定漏えい

量」という。）を国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。 

 ※１ 特定漏えい者：算定漏えい量が年間 1,000t-CO2以上となる者 

 今般、令和元（2019）年度の算定漏えい量について、特定漏えい者からの報告をフロン類の種類別、業種別、

都道府県別及び事業者別に集計し、取りまとめました。 

本制度は、フロン類の漏えい量の多寡に着目するのではなく、当該機器使用時のフロン類の漏えいの実態を把握・

公表することによって、より適切な機器の管理を促進し、フロン類の排出の抑制に資することを目的としていま

す。フロン類の漏えい量は、機器の設置環境や使用されているフロン類の種類、機器の規模・保有台数等の要因

によって左右されるため、漏えい量の多寡のみをもって一概に比較できるものではありません。 

（制度概要）http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/isshu_santei.html 

２．集計結果の概要 

 報告を行った事業者（所）数及び報告された算定漏えい量の合計は、下記のとおりです。報告された算定漏え

い量の合計値は 222万 t-CO2（対前年度比約 15万 t-CO2減。以下、括弧内は対前年度比。）でした。 

（１）特定漏えい者 

報告事業者数   ：398事業者（53事業者減） 

算定漏えい量の合計：222万 t-CO2（15万 t-CO2減） 

（２）特定事業所※２ 

報告事業所数   ：214事業所（２事業所増） 

算定漏えい量の合計：51万 t-CO2（３万 t-CO2減） 

※２ 特定事業所：特定漏えい者が設置している事業所であって、１つの事業所からの算定漏えい量が

1,000t-CO2以上の事業所 

３．公表及び開示請求 

環境大臣・経済産業大臣は、事業所管大臣から通知された特定漏えい者の算定漏えい量について、フロン類の種

類ごとに区分し、①事業者ごと、②業種ごと、③都道府県ごとに集計し、その結果を特定漏えい者から提供され

た算定漏えい量の増減の状況に関する情報等と併せて公表します。また、特定事業所についても同様に公表しま

す。さらに今年度は平成 27～令和元年度の算定漏えい量について、業種別・冷媒別の漏えい量や経年変化等を分

析した結果も併せて公表します。 

 （集計結果の公表）http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/result.html 

 

 また、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣は、次の情報について請求に応じて開示します。 

 開示請求の方法については、次のフロン排出抑制法 ポータルサイトに掲載します。 

 （開示請求の方法）http://www.env.go.jp/earth/furon/operator/request.html 

添付資料 

個別の特定漏えい者 ・名称、住所、代表者の氏名、業種、算定漏えい量 

・フロン類の種類ごとの算定漏えい量 

・フロン類の種類ごとの算定漏えい量を都道府県別に区分した量 

・都道府県ごとの算定漏えい量 

・フロン類の種類ごとの実漏えい量 

・フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量 

個別の特定事業所 ・名称、所在地、業種、算定漏えい量 

・フロン類の種類ごとの算定漏えい量 

・フロン類の種類ごとの実漏えい量 
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フロン類算定漏えい量報告 平成 27年～令和元年度漏えい量分析結果 

   https://www.env.go.jp/press/files/jp/115872.pdf 

********************************************************************************************* 

[4] 医薬品等 

◇医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件（厚生労働省告示第 86号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 本紙 第 457号 2～3頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323h00457/20210323h004570002f.html 

○厚生労働省告示第 86号 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第四条第六項第一号の規 

定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等（平成十六年厚生労働省告示第 

百八十五号）の一部を次の表のように改正する。 

令和 3年 3月 23日                        厚生労働大臣  田村 憲久 

   （傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

一～百三  （略） 

百四 ３‐（２・６‐ジフルオロ‐３・５‐ジメトキ

シフエニル）‐１‐エチル‐８‐［（モルホリン‐４

‐イル）メチル］‐１・３・４・７‐テトラヒドロ

‐２Ｈ‐ピロロ［３’・２’・５・６］ピリド［４・

３‐ｄ］ピリミジン‐２‐オン（別名ペミガチニブ

及びその製剤 

百五 （３Ｓ‐Ｎ‐｛５‐［（２Ｒ）２‐（２・５‐ジ

フルオロフエニル）ピロリジン‐１‐イル］ピラゾ

ロ［１・５‐ａ］ピリミジン‐３‐イル｝‐３‐ヒ

ドロキシピロリジン‐１‐カルボキシアミド（別名

ラロトレクチニブ）、その塩類及びそれらの製剤 

百六～百三十一  （略） 

百三十二 デニロイキン ジフチトクス及びその製剤 

百三十三～千百八十五  （略） 

百八十六 ポラツズマブ ベドチン及びその製剤 

百八十七～二百二十四  （略） 

一～百三  （略） 

(新設) 

 

 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

百四～百二十九  （略） 

(新設) 

百三十～千百八十二  （略） 

(新設) 

百八十三～二百二十  （略） 

---------- 

◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（厚生労

働省令第 56号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 64号 13～14頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00064/20210323g000640013f.html 

〇厚生労働省令第 56号 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十四条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 

  令和 3年 3月 23日                         厚生労働大臣  田村 憲久 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和三十六年厚生 

省令第一号）の一部を次の表のように改正する。 

（傍線部分は改正部分）  
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改 正 後 改 正 前 

別表第三 

  毒薬 

有機薬品及びその製剤 

 一～七の二十六 

七の二十七 デニロイキン ジフチトクス及びその

製剤。ただし、一バイアル中デニロイキン ジフ

チトクスとして三〇〇㎍以下を含有するものを除

く。 

七の二十八～七の三十二 （略） 

 八～十七 （略） 

 劇薬 

有機薬品及びその製剤 

 一～五の七  （略） 

五の八 アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマ

ブ後続三］及びその製剤 

五の九～五の七十 （略） 

六～十一の三  （略） 

十一の四 イネビリズマブ及びその製剤 

十一の五～十一の九 （略） 

十一の十 インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

［インスリン アスパルト後続二及びその製剤 

十一の十一～十一の三十六  （略） 

十二～三十六の三十 （略） 

三十六の三十一 ２‐（２・６‐ジクロルアニリノ）

‐フェニル酢酸（別名ジクロフェナク）、その塩類

及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除

く。 

⑴～⑶ （略） 

  ⑷ 一枚中２‐（２・６‐ジクロルアニリノフェ

ニル酢酸として七十五昭以下を含有する貼付剤 

三十六の三十二～三十六の三十七 （略） 

三十六の三十八 ２‐（２‐｛２‐［（２・６‐ジク

ロロフェニル）アミノ］フェニル｝アセチルオキ

シ）エタンアミンで部分的にアミド化されたヒア

ルロン酸ナトリウム（別名ジクロフェナクエタル

ヒアルロン酸ナトリウム）及びその製剤。ただし、

一シリンジ中のジクロフェナクエタルヒアルロン

酸ナトリウムとして三〇㎎以下を含有するものを

除く。 

三十六の三十九～三十六の五十 （略） 

三十七～三十八の十三  （略） 

三十八の十四 ４‐［（５Ｒ）‐６・７‐ジヒドロ‐

５Ｈ‐ピロロ[１・２‐ｃ］イミダソール‐５‐イ

ル］‐３‐フルオロベンソニトリル（別名オシロ

別表第三 

  毒薬 

有機薬品及びその製剤 

 一～七の二十六 

(新設） 

 

 

 

七の二十七～七の三十一  （略） 

八～十七  （略） 

  劇薬 

有機薬品及びその製剤 

 一～五の七  （略） 

 （新設） 

 

五の八～五の六十九  （略） 

六～十一の三  （略） 

 （新設） 

十一の四～十一の八  （略） 

 （新設） 

 

 

十一の九～十一の三十四  （略） 

十二～三十六の三十 （略） 

三十六の三十一 ２‐（２・６‐ジクロルアニリノ）

‐フェニル酢酸（別名ジクロフェナク）、その塩類

及びそれらの製剤。ただし、次に掲げるものを除 

  ⑴～⑶ （略） 

  （新設） 

 

三十六の三十二～三十六の三十七 （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 三十六の三十八～三十六の四十九 （略） 

三十七～三十八の十三  （略） 

 (新設) 
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ドロスタツト）、その塩類及びそれらの製剤 

三十八の十五～三十八の二十三  （略） 

三十九～四十七の二  （略） 

四十七の三 ３‐（２・６‐ジフルオロ‐３・５‐

ジメトキシフエニル）‐１‐エチル‐８‐［（モル

ホリン‐４‐イル）メチル］‐１・３・４・７‐

テトラヒドロ‐２Ｈ‐ピロロ［３’・２’・５・

６］ピリド［４・３‐ｄ］ピリミジン‐２‐オン

（別名ペミガチニブ）及びその製剤 

四十七の四・四十七の五  （略） 

四十七の六 （３Ｓ‐Ｎ‐｛５‐［（２Ｒ）２‐（２・

５‐ジフルオロフエニル）ピロリジン‐１‐イル］

ピラソロニ・５‐ａ］ピリミジン‐３‐イル｝‐

３‐ヒドロキシピロリジン‐１‐カルボキシアミ

ド（別名ラロトレクチニブ）、その塩類及びそれら

の製剤 

四十七の七～四十七の十八 （略） 

四十八～六十二の十五  （略） 

六十二の十六 デニロイキン ジフチトクスの製剤

であって、一バイアル中デニロイキンジフチトク

スとして三〇〇㎎以下を含有する注射剤 

六十二の十七～六十二の二十七  （略） 

六十三～六十九の十五  （略） 

六十九の十六 ハビナフスプ アルファ及びその製

剤 

七十～百十七  （略） 

百十七の二 ポラツズマブ ベドチン及びその製 

 剤 

百十七の三・百十七の四  （略） 

百十八～百三十六  （略） 

別表第五（第二百二十八条の十関係） 

 医薬品 

一〜五十一 （略） 

五十二 オフアツムマブ及びその製剤。ただし、一

バイアル中オフアツムマブとして二〇㎎以下を含

有する注射剤を除く。 

 五十三〜百二 （略） 

 百三 ３‐（２・６‐ジフルオロ‐３・５‐ジメト

キシフエニル）‐１‐エチル‐８‐［（モルホリン

‐４‐イル）メチル］‐１・３・４・７‐テトラ

ヒドロ‐２Ｈ‐ピロロ［３’・２’：５・６］ピ

リド［４・３‐ｄ］ピリミジン‐２‐オン（別名

ペミガチニブ）及びその製剤 

百四 （３Ｓ‐Ｎ‐｛５‐［（２Ｒ）２‐（２・５‐

ジフルオロフエニル）ピロリジン‐１‐イル］ピ

 

三十八の十四～三十八の二十二  （略） 

三十九～四十七の二  （略） 

 

 

 

 

 

 

四十七の三・四十七の四  （略） 

 (新設) 

 

 

 

 

 

四十七の五～四十七の十六 （略） 

四十八～六十二の十五  （略） 

 (新設) 

 

 

六十二の十六～六十二の二十六  （略） 

六十三～六十九の十五  （略） 

 (新設) 

 

 七十～百十七  （略） 

 (新設) 

  

百十七の二・百十七の三  （略） 

百十八～百三十六  （略） 

別表第五（第二百二十八条の十関係） 

 医薬品 

一〜五十一 （略） 

 五十二 オフアツムマブ及びその製剤 

 

 

 五十三〜百二 （略） 

 (新設) 

  

 

 

 

 

(新設) 
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ラゾロ[１・５‐ａ］ピリミジン‐３‐イル｝‐３

‐ヒドロキシピロリジン‐１‐カルボキシアミド

（別名ラロトレクチニブ）、その塩類及びそれらの

製剤 

 百五～百三十 （略） 

 百三十一 デニロイキン ジフチトクス及びその製

剤 

 百三十二～百八十四  （略） 

 百八十五 ポラツズマブ ベドチン及びその製剤 

 百八十六～二百四  （略） 

 

 

 

 

 百三～百二十八 （略） 

 (新設) 

 

 百二十九～百八十一  （略） 

 (新設) 

 百八十二～二百  （略） 

附 則 

この省令は、公布の日から施行する。 

---------- 

◇放射性医薬品基準の一部を改正する件（厚生労働省告示第 90号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 64号 235～239頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00064/20210323g000640235f.html 

〇厚生労働省告示第 90号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十二条第一項の規定に基づき、放射性医薬品基準（平成二十五年厚生労働省告示第八十三号）の一部を次の表の

ように改正する。 

  令和 3年 3月 23日                         厚生労働大臣  田村 憲久 

目次 

 第１～第３ （略） 

 第４ 医薬品各条 

  1 フルシクロビン(18F)注射液 

2～48 （略） 

第５（略） 

 ―以下 省略― 

---------- 

◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労

働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 91号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 64号 240頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00064/20210323g000640240f.html 

○厚生労働省告示第 91号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四

十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条

第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品（平成十七年厚生労働省告示第二十四号）の一部を次の表

のように改正する。 

  令和 3年 3月 23日                         厚生労働大臣  田村 憲久 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

 次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されるこ

とが目的とされている医薬品であって、人の身体に直

接使用されることのないものを除く。） 

一～七  （略） 

 次に掲げる医薬品（専ら疾病の診断に使用されるこ

とが目的とされている医薬品であって、人の身体に直

接使用されることのないものを除く。） 

一～七  （略） 
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八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及

びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前

各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二

以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲

げるものに限る。 

 (1)～(62) （略） 

 (63) アミカシン 

 (64)～(243)  （略） 

 (243) オシロドロスタット 

 (244)～(408) （略） 

 (409) ジクロフェナク。ただし、外用剤（坐剤、注

腸剤及び一枚中にジクロフェナクナトリウムを七

十五㎎含有するテープ剤を除く。）を除く。 

 (410)～(951) （略） 

 (952) ベミガチニブ 

 (953)～(1092) （略） 

 (1092) ラロトレクチニブ 

 (1092)～(1177) （略） 

九 （略） 

八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及

びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（前

各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。）。ただし、二

以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲

げるものに限る。 

 (1)～(62)  （略） 

 (新設) 

 (63)～(242)  （略） 

 (新設) 

 (242)～(406) （略） 

 (407) ジクロフェナク。ただし、外用剤（坐剤及び

注腸剤を除く。）を除く。 

 

 (408)～(949) （略） 

 (新設) 

 (950)～(1088) （略） 

 (新設) 

 (1089)～(1173) （略） 

九 （略） 

---------- 

◇厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件（厚生労働省告示第 92号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 64号 240頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00064/20210323g000640240f.html 

○厚生労働省告示第 92号 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二

条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品（平成十五年厚生労働省

告示第二百九号）の一部を次の表のように改正する。 

  令和 3年 3月 23日                         厚生労働大臣  田村 憲久 

                               （傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

別表第１ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医

薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的と

されている医薬品のうち、人又は動物の身体に直

接使用されることのないものをいう。以下同じ｡）

を除く｡） 

  ⑴～⑺ （略） 

⑻ アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ

後続 3］ 

⑼～(26) （略） 

  (27) イネビリズマブ（遺伝子組換え） 

  (28)～(222)  (略） 

  (223) パビナフスプ アルファ（遺伝子組換え） 

(224)～(265)  (略） 

(266) ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え） 

別表第１ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医

薬品（専ら疾病の診断に使用されることが目的と

されている医薬品のうち、人又は動物の身体に直

接使用されることのないものをいう。以下同じ｡）

を除く｡） 

  ⑴～⑺ （略） 

(新設) 

 

⑻～(25) （略） 

(新設) 

  (26)～(220)  (略） 

(新設) 

(221)～(262)  (略） 

(新設) 
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(267)～(271)  (略） 

  (272) ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え） 

  (273) ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子

組換え） 

  (274)～(297) (略） 

 ２～４ （略） 

(263)～(267)  (略） 

(新設) 

(新設) 

 

  (268)～(291) (略） 

 ２～４ （略） 

********************************************************************************************* 

[5] 環境安全関係 

◇環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物の一部を改正する件（環境省

告示第 19号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 本紙 第 457号 8頁 

https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323h00457/20210323h004570008f.html 

 ○環境省告示第 19号 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号）別表第一第一号イ膕の規

定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定する油性混合物（平成二十六年五

月環境省告示第七十四号）の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 

  令和 3年 3月 23日                          環境大臣  小泉進次郎 

 次の表により、改正欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を

付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下

「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定

で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に

これに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 

改 正 後 改 正 前 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

（昭和四十六年政令第二百一号）別表第一第一号イ

(86)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三

条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合

物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害で

ある物質として指定するものは、次のとおりとする。 

一～三 （略） 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

（昭和四十六年政令第二百一号）別表第一第一号イ

(81)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第三

条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合

物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害で

ある物質として指定するものは、次のとおりとする。 

一～三 （略） 

********************************************************************************************* 

[6] 省エネルギー 

◇ベンチマーク制度の見直しに関する報告書を取りまとめました 

＜経済産業省 2021年 3月 23日＞ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210323001/20210323001.html?from=mj 

ベンチマーク制度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成 21年経済産

業省告示第 66号。）において規定されている業種・分野別の省エネ目標です。今般、事業者の省エネ取組を適正

に反映する指標とするため、令和 2年 10月より、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会

省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループにおいて、一部の業種・分野の指標及び目標値の見直

しを審議し、「ベンチマーク制度の見直しに関する報告書」[1]を取りまとめました。 

[1] 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキ

ンググループ中間取りまとめ 

ベンチマーク制度見直しの概要 

（1）電炉による普通鋼製造業 
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ベンチマーク指標算定時に、製造プロセスや製品構成の違いから生じるエネルギー消費原単位の違いを補正し、

省エネの状況を適切に示す指標に見直しました。 

（2）電炉による特殊鋼製造業 

ベンチマーク指標算定時に、製品の違いによる炉容量や製造プロセスの違いから生じるエネルギー消費原単位の

違いを補正し、省エネの状況を適切に示す指標に見直しました。 

（3）洋紙製造業 

事業者の再生可能エネルギー使用率を踏まえた新たなベンチマークライン（目標値）を設定することにより、再

エネを多く導入できない場合でも、省エネ取組のみによって達成可能な水準を目標としました。具体的には、再

エネ使用率が 72%未満の場合には事業者の再エネ使用率に応じた目標値*を適用し、再エネ使用率が 72%以上の場

合には現在の目標値（6,626MJ/t）を適用します。 

（4）板紙製造業 

ベンチマーク指標算定時に、製品構成の違いから生じるエネルギー消費原単位の違いを補正し、省エネの状況を

適切に示す指標に見直しました。 

（5）コンビニエンスストア業 

コンビニの事業形態の違いを考慮したベンチマーク指標とするため、事業形態ごとにベンチマーク指標を設定す

るとともに、目標値を見直しました。 

（6）貸事務所業 

ベンチマーク指標を「推計ツール」による省エネ余地から「原単位方式」に変更することにより、省エネの結果

（エネルギー消費原単位）を評価する指標としました。 

 ********************************************************************************************* 

[7] 調査、公募、意見募集等 

[公募、意見募集等] 

◇水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて（第２次報告案）に関する意見の募集（パ

ブリックコメント）について   ３月 23日～４月 21日 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109335.html 

---------- 

◇ゼロカーボン・ドライブの呼びかけと「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボン

ライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」補助金申請の受付開始予定日の御案内について 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ http://www.env.go.jp/press/109348.html 

---------- 

◇令和２年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促

進事業）の四次公募について 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109383.html 

---------- 

◇令和２年度第３次補正予算二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現

する避難施設等への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業）の公募について 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109363.html 

-------------------- 

[調査結果] 

◇初任者研修実施状況（令和元年度）調査結果について 

＜文部科学省 2021年 3月 23日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af1iacwXvVzB7NbM 

---------- 

◇中堅教諭等資質向上研修実施状況（令和元年度）調査結果について 

＜文部科学省 2021年 3月 23日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af1iacwXvVzB7NbN 

---------- 

◇教職経験者研修・職階研修その他の研修等実施状況（令和元年度）調査結果について 
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＜文部科学省 2021年 3月 23日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af1iacwXvVzB7NbO 

********************************************************************************************* 

[8] その他省庁発表 

◇種苗法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令（農林水産省令第 11号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 63号 3～25頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00063/20210323g000630003f.html 

〇農林水産省令第 11号 

種苗法の一部を改正する法律（令和二年法律第七十四号）の施行に伴い、並びに種苗法（平成十年法律第八十三

号）の規定に基づき、及び同法を実施するため、種苗法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令

の整備に関する省令を次のように定める。 

令和 3年 3月 23日                        農林水産大臣  野上浩太郎 

種苗法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令 

（種苗法施行規則の一部改正） 

第一条 種苗法施行規則（平成十年農林水産省令第八十三号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。） でこれに 

対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 

に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 

改 正 後 改 正 前 

（願書に添付する書面） 

第六条 法第五条第一項の願書には、次に掲げる書面

を添付しなければならない。ただし、第四号の書面

は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の

翌日から起算して三月以内に提出することができ

る。 

 一 出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした

者以外の者であるときは、当該出願者が品種登録

を受ける地位にあることを証明する書面 

 二  （略） 

 三 出願者が外国人であるときは、次に掲げる書面 

 

イ 出願者が日本国内に住所又は居所（法人にあ

っては、営業所。以下この号において「住所等」

という。）を有するときは、出願者が日本国内に

住所等を有することを証明する書面 

ロ 法第十条第一号又は第二号の場合には、出願

者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国

籍を有することを証明する書面又は出願者が日

本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を

有することを証明する書面 

ハ 法第十条第三号の場合には、出願者が同号に

規定する国の国籍を有することを証明する書

面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関し

てその国の国民と同一の条件による保護を認め

ていることを証明する書面（その国の国民に対

し日本国が育成者権その他育成者権に関する権

（願書に添付する書面） 

第六条 法第五条第一項の願書には、次に掲げる書面

を添付しなければならない。ただし、第四号の書面

は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の

翌日から起算して三月以内に提出することができ

る。 

一 出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした

者以外の者であるときは、出願品種の育成をした

者の承継人であることを証明する書面 

 二 （略） 

 三 出願者が外国人であるときは、その国籍を証明

する書面又は次に掲げる書面のいずれか一 

  イ 出願者が日本国内に住所又は居所（法人にあ

っては、営業所）を有するときは、これを証明

する書面 

 

  ロ 出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国に

住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有

するときは、これを証明する書面 

 

 

ハ 出願者の属する国（締約国等及び同盟国を除

く。）が、日本国民に対し品種の育成に関してそ

の国の国民と同一の条件による保護を認めてい

るとき、又はその国の国民に対し日本国が育成

者権その他育成者権に関する権利の享有 を認

めることを条件として日本国民に対し当該保護
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利の享有を認めることを条件として日本国民に

対し当該保護を認めていることを証明する書面

を含む。）及び当該国が出願に係る品種につき品

種の育成に関する保護を認めるものであること

を証明する書面 

ニ 法第十条第四号の場合には、出願者が日本国

以外の同号に規定する条約を締結している国の

国籍を有することを証明する書面又は当該国に

住所等を有することを証明する書面 

四 （略） 

（在外者の手続の特例） 

第九条の二 法第十条の二第一項の農林水産省令で定

める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有す

る在外者（法人にあっては、その代表者）が日本国

に滞在している場合とする。 

（輸出等の行為に係る制限の届出書） 

第十六条の二 法第二十一条の二第一項の規定による

届出（第一号に係るものに限る。）は別記様式第八号

の二により、同項の規定による届出（第二号に係る

ものに限る。）は別記様式第八号の三によりしなけれ

ばならない。 

２ 法第二十一条の二第一項の規定による届出（第一

号に係るものに限る。）について、指定国がない場合

には、届出書にその旨を記載しなければならない。 

３ 法第二十一条の二第二項の規定による届出は、別

記様式第八号の四又は様式第八号の五によりしなけ

ればならない。 

（制限が付されている旨等の表示） 

第十六条の三 法第二十一条の二第五項及び第六項に

規定する同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定す

る制限が付されている旨及び当該制限の内容につい

て公示がされている旨の表示は、次の各号に掲げる

もののいずれかとする。 

一 同項第一号ロに規定する制限のみが付されてい

る場合 次に掲げるもののいずれか 

イ 「海外持出禁止（公示（農水省ＨＰ） 参照）」

の文字 

ロ 「海外持出禁止（農林水産大臣公示有）」の文

字 

ハ 「〇〇のみ輸出可（公示（農水省Ｈ Ｐ）参照）」

の文字（〇〇は、指定国名とする。以下同じ。） 

ニ 「〇〇のみ輸出可（農林水産大臣公示有）」の

文字 

ホ 「利用制限あり（公示（農水省ＨＰ） 参照）」

の文字 

を認めているときは、これを証明する書面及び

当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関

する保護を認めるものであることを証明する書

面 

  

（新設） 

 

 

 

 四 （略） 

 

(新設) 

 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 
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二 同項第二号ロに規定する制限のみが付されてい

る場合 次に掲げるもののいずれか 

イ 「△△内のみ栽培可（公示（農水省ＨＰ）参

照）」の文字（△△は、指定地域名とする。以下

同じ。） 

ロ 「△△内のみ栽培可（農林水産大臣公示有）」

の文字 

ハ 「利用制限あり（公示（農水省ＨＰ） 参照）」

の文字 

三 同項第一号ロ及び第二号ロに規定する制限が付

されている場合 次に掲げるもののいずれか 

イ 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可（公示

（農水省ＨＰ）参照）」の文字 

ロ 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可（農林

水産大臣公示有）」の文字 

ハ 「〇〇のみ輸出可及び△△内のみ栽培可（公

示（農水省ＨＰ）参照）」の文字 

ニ 「〇〇のみ輸出可及び△△内のみ栽培可（農

林水産大臣公示有）」の文字 

ホ 「利用制限あり（公示（農水省ＨＰ） 参照）」

の文字 

（指定国又は指定地域の追加に係る届出書）  

第十六条の四 法第二十一条の三第一項の規定による

届出（同項の規定による指定国の追加に係るものに

限る。）は別記様式第八号の六により、同項の規定に

よる届出（同項による指定地域の追加に係るものに

限る。） は別記様式第八号の七によりしなければな

らない。 

２ 法第二十一条の三第二項の規定による届出は、別

記様式第八号の八又は様式第八号の九によりしなけ

ればならない。 

（届出の取下げに係る届出書）  

第十六条の五 法第二十一条の四第一項の規定による

届出（法第二十一条の二第一項（第一号に係る部分

に限る。）の規定による届出の取下げに係るものに限

る。）は別記様式第八号の十により、法第二十一条の

四第一項の規定による届出（法第二十一条の二第一

項（第二号に係る部分に限る。）の規定による届出の

取下げに係るものに限る。）は別記様式第八号の十一

によりしなければならない。 

２ 法第二十一条の四第二項の規定による届出は、別

記様式第八号の十二又は様式第八号の十三によりし

なければならない。 

（品種登録表示） 

第二十一条の二 法第五十五条第一項及び第二項に規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（品種登録表示） 

第二十一条の二 法第五十五条第一項及び第二項に規
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定する品種登録されている旨の表示は、次の各号に

掲げるもののいずれかとする。 

一・二（略） 

三 別記様式第十号の三から様式第十号の六までに

定める標章のいずれか 

定する品種登録されている旨の表示は、次の各号に

掲げるもののいずれかとする。 

一・二（略） 

(新設) 

別記様式第一号を次のように改める。 

 別記 

 様式第一号（第五条関係） 品種登録願  ―省略― 

別記様式第八号の次に次の十二様式を加える。 

 別記  ―省略― 

 

（品種登録規則の一部改正） 

第二条 品種登録規則（平成十年農林水産省令第八十六号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がある

ものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲

げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄

に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 

改 正後 改 正 前 

目次 

 第一章・第二章 （略） 

 第三章 申請の手続 

  第一節 （略） 

  第二節 専用利用権に関する手続（第二十六条・

第ニ十七条） 

第三節－第六節 （略） 

 第四章 （略） 

 附則 

（仮登録） 

第一条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 

 一  （略） 

 二 育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの

権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しく

は消滅に関して請求権を保全しようとするとき、

又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付き

であるときその他将来において確定すべきもので

あるとき。 

（品種登録簿の記録） 

第十一条 （略） 

２ 表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効

力が及ばない範囲の特例に関する事項を記録しなけ

ればならない。 

３～６  （略） 

７ 利用権等記録部には、専用利用権及びこれを目的

とする質権に関する事項を記録しなければならな

い。 

目次 

 第一章・第二章 （略） 

 第三章 申請の手続 

  第一節 （略） 

  第二節 専用利用権及び通常利用権に関する手続

（第二十六条・第ニ十七条） 

第三節－第六節 （略） 

 第四章 （略） 

 附則 

（仮登録） 

第一条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 

 一  （略） 

 二 育成者権、専用利用権若しくは通常利権若しく

はこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、

変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようと

するとき、又はその請求権が始期付き若しくは停

止条件付きであるときその他将来において確定す

べきものであるとき。 

（品種登録簿の記録） 

第十一条 （略） 

２ 表示部には、育成者権の表示をしなければならな

い。 

 

３～６  （略） 

７ 利用権等記録部には、専用利用権及び通常利用権

並びにこれを目的とする質権に関する事項を記録し

なければならない。 
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８・９  （略） 

（申請書に添付する書面等） 

第二十条 （略） 

２ 水産大臣は、登録の申請の手続について必要があ

ると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲

げる書面の提出を命ずることができる。 

 一 (略)  

二 申請者が外国人であるときは、次に掲げる書面 

 

イ 出願者が日本国内に住所又は居所（法人にあ

っては、営業所。以下この号において「住所等」

という。）を有するときは、出願者が日本国内に

住所等を有することを証明する書面 

ロ 法第十条第一号又は第二号の場合には、出願

者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国

籍を有することを証明する書面又は出願者が日

本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を

有することを証明する書面 

ハ 法第十条第三号の場合には、出願者が同号に

規定する国の国籍を有することを証明する書

面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関し

てその国の国民と同一の条件による保護を認め

ていることを証明する書面（その国の国民に対

し日本国が育成者権その他育成者権に関する権

利の享有を認めることを条件として日本国民に

対し当該保護を認めていることを証明する書面

を含む。）及び当該国が出願に係る品種につき品

種の育成に関する保護を認めるものであること

を証明する書面 

ニ 法第十条第四号の場合には、出願者が日本国

以外の同号に規定する条約を締結している国の

国籍を有することを証明する書面又は当該国に

住所等を有することを証明する書面 

３ （略） 

第二節 専用利用権に関する手続き 

 

 

第二十七条  削除 

 

 

 

 

 

 

 

８・９  （略） 

（申請書に添付する書面等） 

第二十条 （略） 

２ 水産大臣は、登録の申請の手続について必要があ

ると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲

げる書面の提出を命ずることができる。 

 一 (略) 

二 申請者が外国人であるときは、その国籍を証明

する書面又は次に掲げる書面のいずれか一 

イ 申請者が日本国内に住所又は居所（法人にあ

っては、営業所）を有するときは、これを証明

する書面 

 

ロ 申請者が日本国以外の締約国等又は同盟国に

住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有

するときは、これを証明する書面 

ハ 申請者の属する国（締約国等及び同盟国を除

く。）が、日本国民に対し品種の育成に関してそ

の国の国民と同一の条件による保護を認めてい

るとき、又はその国の国民に対し日本国が育成

者権その他育成者権に関する権利の享有を認め

ることを条件として日本国民に対し当該保護を

認めているときは、これを証明する書面及び当

該国が申請に係る登録品種につき品種の育成に

関する保護を認めるものであることを証明する

書面 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

３ （略） 

    第二節 専用利用権及び通常利用権に関する

手続 

（通常利用権の設定等の登録の申請）  

第二十七条 削除 第二十七条 通常利用権の設定の登

録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記

載しなければならない。 

一 設定すべき通常利用権の範囲 

二 登録の原因に対価の額又はその支払の方法若し

くは時期の定めがあるときは、その定め 

２ 通常利用権の保存又は移転の登録を申請するとき

は、申請書に保存又は移転すべき通常利用権の範囲
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第四十一条 専用利用権について保全仮登録をした

後、本登録を申請する場合においては、その保全仮

登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこ

れを目的とする質権についての登録であってその仮

処分の登録に後れるものの抹消を申請することがで

きる。 

２ (略) 

（職権による登録） 

第五十四条 次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣

が職権でしなければならない。 

 一 (略) 

 二 混同による専用利用権又は質権の消滅 

  

(削る) 

  

 四・五 （略） 

（輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の

登録の方法）  

第八十一条 農林水産大臣は、法第二十一条の二第四

項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又

は指定地域（指定国がない場合にあっては、その旨）、

同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を

制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなけ

ればならない。 

２ 農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定

する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又

は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び

当該公示をした年月日を記録しなければならない。 

３ 農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定

する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第

一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月

日を記録しなければならない。 

（育成者権の消滅の登録の方法） 

第八十二条 育成者権の消滅（放棄によるものを除く。）

の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消し

なければならない。 

第八十二条 混同による専用利用権又は質権の消滅の

登録をするときは、その専用利用権又は質権の登録

を抹消しなければならない。 

 

 

(削る) 

を記載しなければならない。 

３ 前条第三項の規定は、品種の利用の事業とともに

通常利用権を移転する場合について準用する。 

第四十一条 専用利用権について保全仮登録をした

後、本登録を申請する場合においては、その保全仮

登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しく

は通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権に

ついての登録であってその仮処分の登録に後れるも

のの抹消を申請することができる。 

２ (略) 

（職権による登録） 

第五十四条 次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣

が職権でしなければならない。 

 一 (略) 

 二 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の

消滅 

三 法第二十八条第二項の裁定による通常利用権の

設定 

三・四 （略） 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（育成者権の消滅の登録の方法） 

第八十一条 育成者権の消滅（放棄によるものを除く。）

の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消し

なければならない。 

第八十二条 混同による専用利用権、通常利用権又は

質権の消滅の登録をするときは、その専用利用権、

通常利用権又は質権の登録を抹消しなければならな

い。 

（裁定による通常利用権の設定の登録の方法）  

第八十三条 法第二十八条第二項の裁定による通常利
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用権の設定の登録をするときは、当該通常利用権に

係る育成者権又は専用利用権の設定の登録がされて

いる品種登録簿の利用権等記録部に、裁定の年月日、

通常利用権を設定すべき範囲、対価の額、その支払

の方法及び時期並びに通常利用権者の氏名又は名称

及び住所又は居所を記録しなければならない。 

 別記様式第二号を次のように改める。 

  別記  ―省略― 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

（輸出等の行為に係る制限の届出書の様式に関する経過措置） 

第二条 種苗法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三条第一項の規定による届出は、この

省令による改正後の種苗法施行規則（次項において「新種苗法施行規則」という。）第十六条の二第一項の規

定にかかわらず、附則様式第一号によりしなければならない。 

２ 種苗法第十三条第一項の規定による公示前に改正法附則第三条第一項の規定による届出をした者が行う改正

法による改正後の種苗法第二十一条の二第二項の規定による届出は、新種苗法施行規則第十六条の二第三項の

規定にかかわらず、附則様式第二号によりしなければならない。 

（品種登録簿に関する経過措置） 

第三条 この省令の施行の際現に存する品種登録簿の様式は、この省令による改正後の品種登録規則別記様式第

二号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 

  附則様式第一号  ―省略―  

  附則様式第二号  ―省略― 

---------- 

◇経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドラインの一部を改正する件

（経済産業省告示第 54号） 

   [官報] 令和 3年 3月 23日 号外 第 63号 49～53頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210323/20210323g00063/20210323g000630049f.html 

********************************************************************************************* 

[9] 関連会議等の開催案内、記録・報告、資料等 

[開催案内] 

・農薬第四専門調査会（第 7回）の開催について（非公開）   ３月３１日 

＜内閣府 2021年 3月 23日＞ 

http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/annai/nouyaku_annai_dai4_senmon_7.html 

（１）農薬（MCPA、ホラムスルフロン）の食品健康影響評価について 

（２）その他 

・令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ検討会の開催について   ３月２４日 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ https://www.env.go.jp/press/109359.html 

(1) 令和元年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリについて 

(2) 今後の課題と対応方針について 

(3) その他 

・令和２年度災害廃棄物対策推進検討会（第３回）の開催について   ３月 25日、Web会議 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ http://www.env.go.jp/press/109311.html 

（１）令和２年７月豪雨及び福島県沖地震における災害廃棄物対応 

（２）災害廃棄物処理計画の策定状況及び災害廃棄物対策に係る今後の検討 

（３）ワーキンググループでの検討状況 
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   ・技術・システム検討ワーキンググループ 

   ・地域間協調ワーキンググループ 

   ・災害時初動対応検討ワーキンググループ 

・第 94回コーデックス連絡協議会（開催案内）   4 月 13 日、ウェブ開催 

＜厚生労働省 2021年 3月 23日＞ https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8wvUA_-RpX8q8EFhY 

＜消費者庁 2021年 3月 23日＞ https://www.caa.go.jp/notice/entry/023566/ 

（１）コーデックス委員会の活動状況 

ア 今後の活動について 

・第 5回 スパイス・料理用ハーブ部会（CCSCH) 

・第 14回 食品汚染物質部会（CCCF) 

・第 41回 分析・サンプリング法部会（CCMAS) 

・第 25回 食品輸出入検査・認証制度部会（CCFICS) 

イ 最近コーデックス委員会で検討された議題について 

・第 32回 一般原則部会（CCGP) 

（２）その他 

・令和２年度再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会（第４回）の開催

について   ３月 25日、オンライン会議 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109373.html 

＜経済産業省 2021年 3月 23日＞ 

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210323007/20210323007.html?from=mj 

   風力発電における環境影響評価のあり方の取りまとめに係る議論 

・科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会（第 11期第 1回）の開催について 

   3月 29日、オンライン会議 

＜文部科学省 2021年 3月 22日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af1gacwY2caQsTbH 

1. 部会長及び部会長代理の選出等について（非公開） 

2. 科研費を取り巻く政策動向等について 

3. 科研費の公募スケジュールの前倒し等について 

4. 第 11期研究費部会における検討事項について 

5. その他 

-------------------- 

[開催記録、報告、資料等] 

・カーボン・ニュートラル達成に向けた大学等の貢献に係る学長等サミット参加者等について   ３月 23日 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ https://www.env.go.jp/press/109396.html 

＜文部科学省 2021年 3月 22日＞ http://mailmaga.mext.go.jp/c/af1gacwY2caQsTbF 

   （３）大学の取組と決意  （４）自治体等からの大学への期待 

********************************************************************************************* 

[10] その他 

◇インフルエンザ、感染症関係 

・千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例（家きん国内 35例目）に係る野鳥監視重点区

域の解除について 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ https://www.env.go.jp/press/109400.html 

・千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認事例（家きん国内 32例目）に係る野鳥監視重点区

域の解除について 

＜環境省 2021年 3月 22日＞ https://www.env.go.jp/press/109399.html 

・福岡県の死亡野鳥におけるＡ型鳥インフルエンザ遺伝子検査陽性について 

＜環境省 2021年 3月 23日＞ https://www.env.go.jp/press/109420.html 
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-------------------- 

◇その他 

・労働者の 41％が年内退職検討 MSが世界 31カ国調査 

＜共同通信 2021年 3月 24日＞ https://www.47news.jp/6011242.html 

米マイクロソフト（MS）は 23日までに、世界の労働者の 41％が現在の勤務先を年内に退職することを検討して

いるとの調査結果を発表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴って在宅勤務を経験し、柔軟な働き方を求める

声が高まった。日本も 38％に上った。 

 今年 1月に日本を含む世界 31カ国の 3万 1千人超を対象に調査した。遠隔勤務が可能になったとして、46％は

引っ越しを考えているという。 

 日本の回答者は、就業日に疲労を感じる労働者が 48％と世界（39％）より高く、就業日に孤立感を味わってい

る割合も 35％と世界（27％）より高かった。 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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